
「“テ右 こ とが期待され、国民の安全・安心が確保されるという社会的利益も大きい。  
このような研究とその成果に対する経済的な試算は現時点では困難であるが、生命の危険  

藍 
れ、不安を抱えた患者にとって、適切な医療資源の投入による治療成績の向上や医  
る信頼の向上はかけがえのないものであり、国民全体にとって大きな効果をもたら  

考えられる。  

（3）研究事業の有効性   

これまでも、救急医療をはじめとした適切な医療の提供や医療事故等の予防等に有効性が  

高い技術、基準、マニュアル等の開発を進めてきた。今後ともこうした取り組みを推進する  

とともに、研究成果が臨床や医学教育の現場で活用されることにより、医療水準の確保のみ  
でなく．．医療を担う人材育成にも貢献する体制を進めていく。  

（4）その他：特になし   

3．総合評価  

療基盤開発推進研究事業の成果は、今後の制度設計に資する基礎資料の収集・分析  

全、救急医療）、良質な医療提供を推進する具体的なマニュアルや基準の作成（E  

療安全、医療情報技術、看護技術）などを通じて、着実に医療政策に反映されてい  

な医療提供体制の整備については、既存の医療体制の評価研究や新たな課題（医療  

の解決を図る研究などを推進する本研究の充実は不可欠である。  

4．参考（概要図）  

・・・  

・もっとわかり易く地域の医療情報を知りたい  

中心から日常生活の場に  
が拡大している  

個人の医療情報の管理は大丈夫なの  
夜間や休日に身近な場所での医療が不  
在宅での療養生活を選択することが難  
本当は自宅で最後を迎えたい  

…療現場の安全確保  
療情報のセキュリティの確保  

内感染対策  
医療へのアクセサビリティの確保  

青む官民の榔こ立っモ医療の選択を支援－  

医療システムめ実現へ向けて  
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分野名   健康安全確保総合研究分野   

事業名   労働安全衛生総合研究経費   

主管部局（課室）   労働基準局安全衛生部計画課   

運営体制   労働基準局安全衛生部計画課の単独運営   

関連する「第3期科学技術基本計画」における理念と政策目標（大目標、中目標）  

理念   健康と安全を守る   

大目標   安全が誇りとなる国   

中目標   暮らしの安全確保   

1．事業の概要  

（1）第3期科学技術基本計画・分野別推進戦略との関係  

1．医薬品・医療機器、組換え微生物、生活・労働環境のリスク  

重要な研究開発課題  評価等の研究開発  

2．こころの発達と意思伝達機構並びにそれらの障害の解明   

1．2010年までに、労働者及び労働災害の実態調査や労働安全衝  

生に係る技術の検討により、新たな知見である、職場における  

研究開発目標  
労働災害を防止・減少するために必要な技術を明らかにする。  

2．2010年までに、労働者の実態調査や地域保健との連携のあり  

かたの検討により、労働者の職場におけるメンタルヘルス不調  

の予防暮減少を図るための有効な手段を見いだす。   

1．2015年頃までに、事業場における安全衛生水準を向上し、安  

成果目標  
全と健康が確保された労働環境を形成する。  

2．2020年頃までに、職場のメンタルヘルス不調の予防・減少を  

図ることにより、事業場における安全衛生水準を向上させる。   

戦略重点科学技術の  

該当部分  

「研究開発内容」のうち、  

本手集との整合部分  

推進方策  

（2）イノベーション25（社会還元加速プロジェクト）との関係（該当部分）：該当なし   

（3）革新的技術戦略との関係（該当部分）：該当なし   

（4）科学技術外交との関係（該当部分）：該当なし  

（5）事業の内容（新規・一部新規   

労働安全衛生総合研究事業は、職場における労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境  
の形成等を図ることを目的として調査研究を実施している。   

平成20年度から平成24年度は、国が定めた第11次労働災害防止計画の計画期間であり、  

同計画において、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を増加させること、作  
業環境管理の徹底等により職業性疾病を減少させることなどを重点対策とし、石綿に関して  
は診断技術の向上などによる離職後の健康管理対策の推進、事業場における新型インフルエ  
ンザ等の発生に備えた危機管理体制の構築、高年齢者労働者対策として身体的特性等につい  
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ての調査研究の推進、就業形態の多様化等に対する対策などが示されている。   

このような対策を推進するためには、調査研究により最新の科学的知見を得て、その結果  
を基に計画的に対策を推進することが必要である。   

このため、平成21年度は、新たに以下の研究を実施する。   

○ メンタルヘルス不調の1次予防の浸透手法に関する調査研究及びメンタルヘルス不   
調者の職場復帰を推進するための調査研究   

○ 作業環境測定結果の評価に基づく労働衛生工学的対策等に関する研究   

○ 中皮腫の診断精度の向上のための研究   

○ 職場における新型インフルエンザ対策の定着促進に係る研究   

○ 高齢者等の心身の特性と労働災害リスクに関する研究及び心身状態の特性に応じた   

職場における健康管理に関する研究   

○ 派遣労働者の特性等を踏まえた労働災害リスク及びその低減に関する研究  

（6）平成21年度における主たる変更点：特になし   

（7）他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担  

労働災害防止や職業性疾病予防に関する関連事業はない。  

（8）予算額（単位：百万円）  

H17   H18   H19   H20   H21（概算要求）   

283   254   203   163   未定   

（9）19年度に終了した研究課題で得られた成果   

平成19年度終了課題においては、労働安全衛生法における定期健康診断の胸部エックス  
線検査について若年層の実施基準に関する新たな知見を得たほか、石綿について現場で短時  
間に測定が可能なサンプリング装置及び繊維状粒子の計数法の開発、プレスブレーキ等の災  
害防止条件と安全システムの明確化などを行い、これらは行政が労働安全衛生施策を推進す  
るための具体的なデータを提供したという点で重要な成果をあげた。  

2．評価結果  

（り研究幸美の必要性   

新たな技術の開発、新たな物質の出現、労働災害防止技術の進歩、労働環境の変化など、  
労働者の安全と健康を取り巻く状況は刻々と変化しており、労働者の命と健康を守るために  
はその変化に対応し、常に最新の科学的知見に基づいて必要な規制や予防のための取組を続  
けていかなければならない。   

最新の科学的知見を得るためには、本研究事業において国の重要政策に関わる調査研究を  
継続的に行うことが必要不可欠であり、これによって得られた知見が政策に反映されること  
により、労働者の安全と健康の確保を図ることが可能となることから、本研究事業の必要性  
は極めて高い。  

（2）研究事業の効率性   

本研究事業については、事前評価、中間評価及び事後評価を実施し、計画性があり政策目  
的に合致した課題の選定、評価を行っており、事業の効率性を確保している。   

また、労働安全衛生においては依然として非常に多くの政策課題があるものの、限られた  
予算の中で最大限の効果を得る必要があることから、特に優先的に対応すべき重点課題を定  
め、課題の採択、研究費の配分においても、重点課題に直結した成果を出せる研究となるよ  
う必要額を精査しており、効率性は高い。  
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（3）研究事業の有効性   

本研究事業において実施されている調査研究は国の施策と密接に関わっており、その成果  

は有効に活用されている。19年度の成果の例でいえば、労働安全衛生法における定期健康  

診断の胸部エックス線検査について若年層の実施基準に関する新たな知見を得たほか、石綿  

について現場で短時間に測定が可能なサンプリング装置及び繊維状粒子の計数法の開発、プ  

レスブレーキ等の災害防止条件と安全システムの明確化など、国の規制等と密接に関わった  

成果を上げており、有効性は高い。  

（4）その他：特になし   

3．総合評価   

労働安全衛生行政は、常に最新の科学的知見に基づき、必要かつ有効な規制を設けること  
で全国6千万人を超える労働者の安全と健康を確保しており、本研究事案は、行政が必要と  
する科学的知見の提供、具体的手法の開発等を担うなど、労働安全衛生行政の推進に重要な  
成果を上げており、引き続き一層の推進が必要である。  

4．参考（概要囲）  

労働安全衛生総合研究費  

第11次労働災警防止計画く平成20年度一平成封年度〉  

・ メンタルヘルスケアに取り報んでいる事業場の都合を増加きせること  

・作業環境管理の徹底等により職業性癖癖を減少させること  

一 石綿に腑しては診断技術の向上などによる離職後の健康管理対策の推進  

一 事業㈲こおける新型インフルエンザ等の発生に備えた危機管理体制の構築  

暮 高年齢者労働者対優としで身体的特性等についての調査研究の推進  

・就業形態の多様化専に対する対策の推進  

● メンタルヘルス不調の1次予防の浸透手法に関する調査研究及びメンタルヘルス不調者の職場  

復帰を推進するための調査研究  

● 作業環境測定結果の評価に基づく労働衛生工学的対策等に関する研究  

● 中皮腫の診断欄度の向上のための研究  

● 職場における新型インフルエンザ対策の定着促進に係る研究  

● 高齢者等の心身の特性と労働災専リスクに関する研究及び心身状態の特性に応じた職場におけ  

る健康管理に関する研究  

● 派遣労働者の特性等を踏まえた労働災害リスク及びその低減に関する研究  

得られた知見を行政施策に反l晩  
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（13）食品医薬品等リスク分析研究 

・食品の安心・安全確保推進研究  

分野名   Ⅳ．健康安全確保総合   

事業名   食品の安心■安全確保推進研究事業   

主管部局（課室）   食品安全部企画情報課   

運営体制   食品安全部企画情報課の単独運営   

関連する「第3期科学技術基本計画」における理念と政策目標（大目標、中日標）  
理念   健康と安全を守る   

大目標   安全が誇りとなる国   

中日棲   暮らしの安全確保   

1．幸美の概要  

（り 第3期科学技術基本計画・分野別推進戦略との関係  

重要な研究開発課題   食料・食品の安全と消費者の信頼の確保に関する研究開発   

・2010年までに、と畜場等におけるBSE検査用高感度・迅速検査  

法、食料・食品中に存在する食中毒菌等の迅速一斉検査法等を  

実用化する。  

t2010年までに、食品等の安全性を科学的に確保するため、遺伝  

研究開発目標  
子組み換え食品の意図せざる新規代謝物質等の発現等を検証  

する手法を確立する。  

・2010年までに、食品の安全に関するリスクコミュニケーション  

手法を確立する。  

・2015年頃までに、科学をベースにした透明性・信頼性の高い、  

食料・食品の安全性に関するリスク評価手法を確立する。   

・2015年頃までに、食品供給行程（フードチェーン）全般につい  

成果目標  て、リスク分析に基づく食料・食品の安全確保を実現する。  
・2015年頃までに、食品による健康被害事例を低減させる。   

戦略圭点科学技術の   ④新興・再興感染症克服科学技術   

該当部分   ⑤国際競争力を向上させる安全な食料の生産・供給科学技術   

・我が国及びアジア地域にとってリスクの高い、新興・再興感染  

「研究開発内容」のうち、     症、動物由来感染症の予防・診断t治療の研究   

本手菓との整合部分   ・食品供給行程（フードチェーン）全般におけるリスク分析に資  

する研究開発   

推進方策   （3）安全の確保のためのライフサイエンスの推進   

（2）イノベーション25（社会還元加速プロジェクト）との関係（該当部分）  

イノ  ○  ーション25   2．安心・安全な社会   

会  

クトl  

（3）革新的技術戦略との関係（該当部分）：該当なし   

（4）科学技術外交との関係（該当部分）：該当なし  
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（5）事業の内容（新規－一部新規   

厚生労働省では、中国産冷凍ギョーザ、清涼飲料水への化学物質混入など、食品の安全を  
脅かす様々な問題に対し、平成18年のポジティブリスト制度の施行（食品衛生法）などに  

より、安心・安全な社会の構築を実現するため種々の施策を講じているところであり、それ  
らの科学的根拠を、本研究等の活用により構築する。  

（6）平成21年度における主たる変更点：特になし   

（7）他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担   

平成15年の食品安全基本法の制定により、当省はリスク管理について担当しており、そ  

の科学的根拠の研究をしている。なお、農林水産省と食品安全委員会と定期的に局長級、課  

長級、補佐級で協議を行っている。  

（8）予算額（単位：百万円）  

H17   H18   H19   H20   H21（概算要求）   

1．352   1，448   1，491   1，752   未定   

（9）19年度に終了した研究課題で得られた成果  

BSEの検査技術においては、偽陽性が陽性の約10倍であった従来の検査方法に対して、  

4～16倍の感度を持つ検査法を開発できた。  

モダン／くイオテクノロジーについて、遺伝子組換え食品の安全性情報の収集整理を行う  

とともに、プロテオームなどの手法の導入に向けた研究を行った。  

既存添加物は418品目あるが、含有成分の基礎情報が不足している酸化防止剤、苦味料、  

増粘安定剤、ガムベースに重点を置き、規格設定に寄与した。  
アレルギー物質の検査法開発に関する研究では、今年度新たに表示義務化したエビ・カ  

ニのELISA法、PCR法の開発等を行った。  

薬剤耐性食中毒菌では、ヒト由来、鶏肉由来、牛由来、ペット由来のものについて、耐  
性菌の出現率等の状況を把握した。  

国際協調のあり方に関する研究では、食品の国際規格であるCODEX委員会への対応の休  

制構築の基礎となる成果が得られた。  

2．評価結果  

（1）研究事業の必要性   

食品の安心・安全確保については、第3期科学技術基本計画にも位置づけられているほか、  

偽装表示や輸入食品など国民の関心の極めて高い分野であり、今後、国民の意識はさらに向  

上すると考えられることから、引き続き食品の安心・安全確保の根拠となる研究を、様々な  
角度から推進していく必要がある。本研究事業は、食品供給行程（フードチェーン）全般に  
ついて、リスク分析に基づく食料・食品の安全確保を図るための科学的根拠を作成・収集す  
るものであり、食品による健康被害事例を低減させるために必要な事業である。  

（2）研究事業の効率性   

BSE対策、モダン／くイオテクノロジー、アレルギーなどの国民に関心が高い研究に加え既  
存添加物など国民生活に影響の大きい研究を同時に実施するなど、食の安心・安全を推進す  
るために効率的に研究事業を行っており、効率性は高いと考えられる。  

（3）研究事業の有効性   

国民に関心が高い研究に加え、国民生活に影響の大きい研究を実施することにより、国  
民の食に対する安心・安全に資するもので、有効性は高いと考えられる。  
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（4）その他   

食の「安全」については、科学的な根拠をこれまでも第3期科学技術基本計画等により推  
進してきたが、昨今、食の「安心」についても行政に強く求められている。特にリスクコミ  

ュニケーションについては、総合科学技術会譲からの昨年度の指摘や′くイオテクノロジー推  

進官民会議の中間報告において、その充実を求められており、喫緊の課題となっている。  

3．捻合評価   

食品の安心・安全確保については、第3期科学技術基本計画にも位置づけられているほか、  

偽装表示や輸入食品など、国民の関心の極めて高い分野であるが、本事業を推進することで、  
行政が種々の施策を実施していく上での根拠となるデータを作成・収集することが可能とな  

り、ひいては国民の食生活の安心・安全に繋がっていくものである。  

4．参考（概要図）  

○昨今、暮晶安全を書かす♯々な憫t（例：恕E、いわゆる儀■暮晶）の先生やポジティフリスト制度の嶋入などにより、四民のー食」に対する■心が書い。  

○手た、「紺財政⊇鸞とれ蓋改暮に■する▲木方針（t大方析007）」や「書き欄科事技縮暮本鮒翳分野別椎濃欄爛（輌1丘分野＝指定）」で書及されている  
ところであり、さらに、日本学爾全■でも本年よりレギュラトリーサイエンスとして年度内に暮九をまとめる千走など、r食」の安全については政府全体としてt先■  
世の書いk鷺となっている。  

対t：0■別細薫＝添加犠、汚染物■、化事物暮、議書■藁、徽生鞠、BSE、t■暮品、モダン′くイオテクノロジー応用食品、暮■ヰ暮色♯、おもちや事  
0その他ニリスクコミュニケーション．危■t書（テロ対★を含む） 書   

＜食中暮■の雛納耐性に■する疲事的・遺伝学的研究＞  
○食中■書として▲暮なサルモネラ及びカンビロバクターの多刑耐性化の★   
鴨を明らかにした。  

③研究成果の国際社会への貢献等  
一研究成果例－  
＜熟雛体の人♯影事とその治■法lこ勲する研究＞  
0血中ダイオキシン■■廉の徽t走t法の開発により、せ霹的にも注目され   
ているダイオキシン無と楕々な斗床虚欄との叩1を明らかにすることが可能   
になった。  

＜中野丁戴＞  
08SEの声翳墓攣を策定する匹敵♯瘍事務鳥（0Ⅰ∈）へのデータ提供  
○四隋暮点線糟婁■食において米のカドミウムのf定週間耐審摂取tおよ   
び食品中のロ際暮攣が本研究書霊のデータを暮に改定  

一→国際社会をリードするとともに、国際貢献推進に寄与  

②検査機暮等の開発研究  
一研究成果例－   
＜BSEに■する研究＞   
0日本彙のBSE迅速♯暮キット‘‘R旺LISABSEKlt（暮士レビオ株式会   
社）’’に応用   

＜／くイオテクノロジー応用食品の安全性縫優に印する研究＞   
○遺伝子組■え食品（放10、Bt耶○）の定性檎董法による公走法の開発   

＜ウシ由来■t出血性大■薔0157のt晶汚染制■に開する研究＞   
○■株の■薫製及びt★t生を計る遺伝学的♯暮法を確立  

⇒食品安全確保■経済効果・知的財産の保有等に寄与  
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成  
果  
目  

標  

亭010年までに、次世代の食品の安全性を揖保するため、意図せぎる新規代謝物箕の発現等申影響を検証する手法を触発  
2010年までに、輸入食品における食中ヰ菌等の体系的サーベイランス体制を構築  
2010年までに、と恕動こおける8SE検査用高感度■迅速検査法、食品中に存在する食中毒菌等の迅速一斉検査法を実用化  
2010年まで霊こ涛加物4ち0品目について安全性に掬する科学的知見を整備  
2010年までに、食品の安全に関するリスクコミュニケーション手法を体系化  

牛海綿状脳症（BSE）対策  

変異型qD発生 国内1名 世界195名  BSE発生 国内29頭 世界約19万頭  

く課 題＞  

1）プリオンの高感度・迅速  

検査法の開発  
3）食肉汚染防止のための  
と畜解体処理方法の開発  

2）牛海綿状脳症の感染・発  
症機績の解明  

く研究成果＞  

◆牛枝肉とブロック肉の脳・脊髄  
組織（GFAPを箱壕）残留調査   

◆脳・背振組織の添加回収実験  

●病理・免疫粗食化学検査   
迅速包埋法の開発（7時間）と確認   
新規検出法の開発  

●新規抗プリオン抗体の開発と応用  
ニワトリ、マウス抗体の作成  

●蛍光相関測定法のシステム化完了  

■国内BSE例のマウス馴化株の作出と／くイ  
オアッセイによる桂岡バリアーーの解析  
●羊、山羊、牛さらにシカのプリオン遺伝子  
解析（国内ではmはみつからなかった）  

疑似患畜の観察とウシ脳内接種  
■BSE接種カニウイサルの病態解析  

【今後の課題】  

▼・ 

・・・ 

ごWD CbⅣ11CⅥ′asb叩D鱈飽ざぐ ぺ卑′埋消耗病  （if’AP Gl血Flbll皿公一Ac】血＝Pro旭】1クマ細胞j薮経世酪僅少ンハク   
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リスクコミュニケーション  
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